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（１）育児休業等給付について

育児休業等給付には、以下の4つがあります。
出生時育児休業給付金
（本体）育児休業給付金
出生後休業支援給付金※
育児時短就業給付金※

※出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、

令和７年４月１日に創設された給付金。
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16週



（２）概要

出生後休業支援給付金は、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育
児休業（産後パパ育休を含む）を取得した際に一定の要件を満たすことで
最大28日間、休業開始前賃金の13％相当額が支給される給付金です。
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（３）受給資格・支給要件

育児休業を開始した日の前２年間に、
「みなし被保険者期間」が通算して12か月以上であること。

対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上あること。

当該被保険者の配偶者が、当該出生後休業に係る子について、
• 出生後休業を通算14日以上したとき、
もしくは、

• 被保険者の「配偶者の出生後休業例外要件」に該当していること。
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（３）受給資格・支給要件

被保険者本人がする出生後休業：

出生時または本体育児休業給付金が支給される休業

被保険者の配偶者がする出生後休業：
被保険者の配偶者が雇用保険被保険者の場合は、出生時または本体育児休業
給付金が支給される休業
被保険者の配偶者が公務員の場合は、各種法律の規定による請求に係る育児
休業
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給付金の対象となる「出生後休業」とは･･･？
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出生後休業の対象期間とは

始期 出産日
出産予定日 いずれか早い日

いずれか遅い日終期

出産日から起算して8週間
（16週間）経過する日の翌日

出産予定日から起算して8週間
（16週間）経過する日の翌日

この期間が、出生後休業の対象期間
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配偶者の出生後休業例外要件

①配偶者がいない 

②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない 

③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 

④配偶者が無業者 

⑤配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない 

⑥配偶者が産後休業中 

⑦①～⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
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配偶者の出生後休業例外要件 ⑦のPOINT

その他、配偶者が育児休業をすることができない場合
日々雇用される者であるため（日雇労働被保険者等）

出生時育児休業の申出をすることができない有期雇用労働者であるため

労使協定に基づき事業主から育児休業の申出又は出生時育児休業の申出を拒まれたため

公務員であって育児休業の請求に対して任命権者から育児休業が承認されなかったため

雇用保険被保険者ではないため、育児休業給付を受給することができない（週所定労働時間20時間
未満等）

短期雇用特例被保険者であるため、育児休業給付を受給することができない

雇用保険被保険者であった期間が1年未満のため、育児休業給付を受給することができない

雇用保険被保険者であった期間は1年以上あるが、賃金支払いの基礎となる日数や労働時間が不足す
るため、育児休業給付を受給することができない

配偶者の勤務先の出生時育児休業又は育児休業が有給の休業であるため、育児休業給付を受給する
ことができない

詳細は「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」をご覧ください。
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支給要件の確認のポイント

被保険者が母親、または、子が養子の場合被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合

配偶者がいる配偶者がいない

配偶者が雇用される労働者である配偶者が雇用される労働者でない

配偶者が給付金の対象となる
育児休業を取得することができる

配偶者が給付金の対象となる
育児休業を取得することができない

配偶者が一定の期間内に
14日以上育児休業をしていない

配偶者が一定の期間内に
14日以上育児休業をしている

被
保
険
者
が
配
偶
者
の
要
件
を
満
た
す
場
合

被保険者は、対象期間に出生時育児休業給付金または育児
休業給付金が支給される休業を14日以上取得していれば、
出生後休業支援給付金の支給要件を満たすこととなります。

被保険者は、出生後休業支援給付金の
支給要件を満たしません。



（４）申請手続き

出生後休業支援給付金は、原則、

出生時育児休業等給付金、又は、

本体育児休業等給付金と

一体的に申請を行います！
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（４）申請手続き

提出書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）
育児休業給付受給資格確認票･出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

添付資料
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等（照合省略可）

母子健康手帳、育児休業申出書、育児休業承認書、医師の診断書等

出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

提出期限
子の出生日（出産予定日）から８週間を経過する日の翌日

（出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から、当該日から起算して２か月を経過する日の属する月の末日まで）
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「出生時育児休業等給付」と一体的に行う場合

１

２

３



（４）申請手続き
提出書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（育児）
育児休業給付受給資格確認票･（初回）育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書

添付資料
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等（照合省略可）

母子健康手帳、育児休業申出書、育児休業承認書、医師の診断書等

出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

提出期限
初回支給申請書を提出する日まで（受給資格確認手続のみ行う）
休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで（初回支給申請を同時に行う場合）
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「本体育児休業等給付」と一体的に行う場合

１

２

３



（４）申請手続き

提出書類
出生後休業支援給付金支給申請書

添付資料
出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

提出期限
要件を満たした日から10日以内
（育児休業給付金のみ支給決定され、出生後休業支援給付金が不支給となった場合）
被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日

※単独で行う場合は、初回の育児休業給付金の支給決定後でなければ申請不可です。
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「出生後休業支援給付」を単体で行う場合

１

母子手帳や住民票を育児休業給付金の申請の際で
提出していたとしても、出生後休業支援給付金を単体で
申請する場合は、改めて添付が必要です。



（４）申請手続き 【申請書の記入箇所】
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申請を行う際は、
配偶者の状態によって
❶❷❸のいずれか1つを
記入して申請してくだ
さい。
※育児休業給付と一体的に
行う際に、記入が漏れてい
た場合、改めて単票で申請
していただくことになるの
で、ご注意ください。

１

2

3

配偶者が被保険者の場合

配偶者が公務員の場合

配偶者の例外要件に該当する場合



（５）出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

母子健康手帳

医師の診断書（分娩（出産）予定日証明書）

配偶者の出生後休業例外要件のいずれかに該当するため、
上記いずれかを提出すれば、
その他の支給要件を満たしていることが確認できる書類は不要です。
※支給申請書に記載する「配偶者の状態」欄は、該当する理由の番号を記載してください。
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被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合

どちらか



（５）出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

配偶者の状況によって異なります。
厚生労働省HPやパンフレットをご確認ください。

厚生労働省ホームページ「育児休業等給付について」

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

16

被保険者が母親、もしくは、子が養子の場合



（５）出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

配偶者の育児休業取得状況等が確認出来る場合
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・世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等
※支給対象者の配偶者であることを確認できるもの

★支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄を記載する。

配偶者が

雇用保険被保険者

①世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等
※支給対象者の配偶者であることを確認できるもの

②育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、
または、育児休業手当金の支給決定通知書の写し等
※配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの

★支給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記載する。

配偶者が

公務員

右記の①及び②



（５）出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類

配偶者の育児休業を要件としない場合

18

【参考】
パンフレット「育児休業等給付の
内容と支給申請手続」P20



（６）出生後休業支援給付金のポイント

申請時点で配偶者の要件を満たしているかの確認できない場合は不支給になります！
被保険者が母親の場合、配偶者である父親が雇用保険の被保険者である場合は、（出生時）育児
休業給付金の支給がシステム上確認できない場合は、不支給となります。
必ず、配偶者の方が給付金の受給を受けているかを被保険者の方にご確認ください。
被保険者が父親である場合は、配偶者である母親の申請に影響がでますので、早期のご提出にご
協力をお願いいたします。

出生後休業支援給付金を受給するための出生後休業の対象期間は、出生日及び出産予
定日によって変動します！

育児休業給付金を申請する際は、可能な限り「出産予定日」をご記入ください。

厚生労働省ホームページ「Q＆A～育児休業等給付～」
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
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